
資料１－１ 

1 

議題（１）第７次行政改革大綱アクションプランの令和５年度上半期実績報告につい

て（報告） 

 

１ 令和５年度上半期アクションプラン取組状況について 

令和５年度上半期時点の進捗を取りまとめた結果は以下のとおりです。なお、各取組

の取組状況は資料１－２「取組項目一覧」と、本資料２ページ以降「２ 主な取組状況」

をご参照ください。 

 

表１ 令和５年度上半期実績 

単年度評価類型 件数 備考 

目標達成 ０ 
アクションプランで予定していた計画を全て完了し

た取組 

計画どおり ３８ 
アクションプランで予定していた計画が予定通り進

行している取組 

計画未満 １ 
アクションプランで予定していた計画が予定通り進

行していない取組 

計 ３９  
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２ 主な取組状況 

 （１）＜第１の柱＞将来的に持続可能な行財政運営を実現するための改善 

ア １（１）①ふるさと納税の推進 

 令和６年２月末時点で、６月に開催されたアースモンダミンカップ決勝ラウンド

入場券を始めとする６事業者５０品目の返礼品を新たに追加しました。 

今後も、本市の魅力的な返礼品を用意することで寄附金額の増加に取り組んでい

きます。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ３（３）②地域包括支援センターの体制強化の検討と実施 

 高齢者の方からの相談内容への支援体制を強化するため、令和５年７月に長浦

地区、令和５年１０月に平川地区の地域包括支援センターを開設しました。 

 

 

  

図１ アースモンダミンカップ決勝ラウンド入場券 

図２ 長浦地区地域包括支援センター 図３ 平川地区地域包括支援センター 
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（２）＜第２の柱＞限られた行政資源でニーズに応え続けるための改革 

ア １（１）④公民館施設の利用範囲拡大の検討 

公民館施設の利用範囲拡大については、これまでの公民館活動を継続しつつ、地域

の活動拠点として様々な団体が集い、交流する機会・場づくりを目指し、市内の公民

館を「交流センター」とするものです。そのため、新たに条例を制定する必要がある

ことから、「袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例（案）」を作成し、令

和５年９月にパブリックコメントを実施したところ、１２名の方から３８件のご意見

をいただきました。これらの意見は今後の参考とさせていただき、令和６年４月から

の公民館施設の利用範囲拡大に向け、条例を制定させる取組を進めていきます。 

 

イ １（３）①窓口業務に関する改善改革（再構築）の推進等 

 令和５年７月の市役所中庁舎完成に合わせて「かんたん窓口システム」を本格導

入しました。「かんたん窓口システム」は、市役所窓口でタブレット等を利用し、届

出書を書かずに転入や転出などの住民異動の手続きができるシステムです。 

 これまで転入、転出、転居の異動手続が対象だったところ、本格導入に合わせ、

世帯分離、世帯合併、世帯主変更及び世帯構成変更の手続きができるようになりま

した。 

 

  

図４ かんたん窓口システム画面イメージ 
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ウ １（３）②罹
り

災証明書の交付体制の整備 

 令和５年１１月、「袖ケ浦市 罹
り

災証明書等交付マニュアル」を策定しました。こ

のマニュアルの中で 罹
り

災証明書を発行するために適切な交付体制・事務手続きを

整理し、大震災等の発災時においても、迅速に対応できるよう体制整備を行いまし

た。 

 

 

 

  

図５ 袖ケ浦市罹災証明等交付マニュアル（抜粋） 
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エ ２（２）②マイナポータルの活用による各種申請の電子化の促進 

 令和５年７月、電子申請の機能を拡充し各種証明書の交付受付を開始しました。 

 マイナンバーカードと専用アプリを用いる厳格な本人確認に加え、クレジットカ

ードやキャッシュレス決済での電子決済が可能になり、住民票の写し、印鑑証明等

を含めた全２３証明手続が電子申請できるようになりました。 

 令和６年２月現在、各種証明書の交付申請を含め約７１３手続を電子化していま

す。今後、令和６年３月には更に約１１４手続を追加し、各種申請の電子化を促進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６ 電子申請の周知チラシ等 
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オ ２（２）③マイナンバーカードの交付促進 

令和５年度はマイナンバーカードの交付促進のため、マイナンバーカードの出張申請

サポートを実施しました。市役所に来庁して申請することが難しい方を対象として、職

員が職場や公共施設等を直接訪問することで、マイナンバーカードの交付申請が可能と

なり、申請の際に本人確認を済ませることで自宅でもマイナンバーカードの受取が可能

となります。 

なお、マインバーカードの交付枚数は令和６年１月時点で 51,137枚となっています。 

 

 
カ ３（１）①安全性やエコに配慮した公用車の運用 

地球温暖化防止（温室効果ガスの排出抑制）に向けた取組を促進するため、令和５年

９月から公用車に電気自動車の日産サクラを導入しました。 

また、環境への配慮のほか災害時における非常用電源としての対応を率先して行い、

市民や企業の皆様への備えに対する意識啓発につなげていきます。 

 

図７ 出張申請サポートの周知チラシ 

図８ 日産サクラ 
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キ ３（３）①公共交通における新しい技術の活用検討 

自動車を保有していない方や運転に不安のある方が公共交通を利用して外出すること

による健康づくりやまちの賑わいを創出するために、令和４年１０月からＩＣＴを活用

したデマンド型乗合送迎サービス「チョイソコがうら」の実証運行を開始しました。 

チョイソコがうらを利用できる停留所は令和６年１月時点で市内の１５５か所まで拡

充しており、令和６年度中の運行地区拡大に向け、実証運行の状況を踏まえ検証を進めて

いるところです。 

 
 

 

図９ チョイソコがうらの周知チラシ等 


